
平成２３年 ４月 １日     

令和 ４年 ２月１６日一部改正 

令和 ４年 ４月 １日一部改正 

令和 ６年 ４月 １日一部改正 

令和 ７年 ４月 １日一部改正 

令和 ８年 ４月 １日一部改正 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付基準 

補助金の名称 大津市放課後児童健全育成事業費補助金 

補助金の交付目的 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第２項に規定

する放課後児童健全育成事業の需要を満たし、及びその利用を促進

するため補助金を交付する。 

補助金の交付対象者 大津市児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成 26 年条例第 63 号）に適合す

る放課後児童健全育成事業を行う者 

補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、「子ども・子育て支援交付金

交付要綱」別紙（以下、「要綱別紙」という。）の第４欄に掲げる経

費とする。 

補助金の額及びその

算定方法又は補助率 

 補助金の額は、要綱別紙｢第１欄｣放課後児童健全育成事業の「第

２欄」の各区分ごとに、「第３欄」に定める基準額（第３欄「１ 放

課後児童健全育成事業」に定める基準額に、別紙「児童 1 人につき

保育料、傷害保険料及び間食費を減額する場合の補填」に定める減

免額を合計）と、要綱別紙「第４欄」に定める対象経費の実支出額

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を

控除した額とを比較して少ない方の額とする。 

なお、１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

補助金交付事業の 

開始時期 

平成２３年４月１日 

補助金交付事業の 

終了時期 

放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金の交付

措置が終了するに至ったとき 



様式 

 

 

 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

 添付書類  ・事業計画書   ・収支予算書 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書（様式第２

号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書（様式第３号） 

添付書類  ・事業報告書   ・収支決算書 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金確定通知書（様式第４号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書（様式第５号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金事前交付請求書（様式第６号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認申請書（様式第７号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認決定通知書（様式第８

号） 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認申請棄却（却下）決定

通知書（様式第９号） 

担当部署 大津市こども未来部児童クラブ課 

 

 



別紙 

 児童 1 人につき保育料、傷害保険料及び間食費を減額する場合の補填 

減額の内容 補助金額 

ア 保護者が生活保護法（昭和 25

年法律第 144 号）の規定により保

護を受けている者及び前年度分

の市民税が非課税である者への

保育料、傷害保険料及び間食費の

減額 

・保育料（月額） 

①通 年 入 所 １０，０００円（７月及び８月の場合

は１２，０００円） 

②長 期 休 業 期 間 保 育 等 大津市立児童クラブの長期休業期間

保育等における保育料減免額 

・傷害保険料 ８００円 

・間食費（月額） 

 ①通年入所 １，７５０円 

ただし、補助事業者の保育料及び傷害保険料が上記の

額を下回る場合、当該補助事業者の保育料及び傷害保険

料の額を補助金額とする。 

加えて、補助事業者の間食費の２分の１に相当する額

が上記の額を下回る場合、当該補助事業者の間食費の２

分の１に相当する額を補助金額とする。 

イ アに該当する者を除き、ひと

り親家庭等に属する者への減額 

※ ひとり親家庭等とは、母子（父

子）の届けを行った者及び児童

扶養手当法（昭和 36 年法律第

238 号）の規定による認定（母

子認定・父子認定）を受けた者 

保育料（月額） 

①通 年 入 所 ２，０００円（７月及び８月の場合は

２，４００円） 

②長 期 休 業 期 間 保 育 等 大津市立児童クラブの長期休業期間

保育等における保育料の５分の１に相当する額 

ただし、補助事業者の保育料の５分の１に相当する額

が上記の額を下回る場合、当該補助事業者の保育料の５

分の１に相当する額を補助金額とする。 

ウ 児童が兄弟姉妹で２人以上

児童クラブに通所登録している

者への減額 

最年少児童以外の兄姉の保育料（月額） 

①通 年 入 所 ２，０００円（７月及び８月の場合は

２，４００円） 

②長期休業期間保育等 大津市立児童クラブの長期休業期間

保育等における保育料の５分の１に相当する額 

ただし、補助事業者の保育料の５分の１に相当する額

が上記の額を下回る場合、当該補助事業者の保育料の５



分の１に相当する額を補助金額とする。 

エ 児童が負傷、疾病又はいわゆ

る不登校により全月（長期休業期

間保育等の場合は当該期間）にわ

たって欠席した者への減額 

・当該月分（長期休業期間の場合は当該期間）の保育料 

①通 年 入 所 １０，０００円（７月及び８月の場合

は１２，０００円） 

②長期休業期間保育等 大津市立児童クラブの長期休業期間

保育等における保育料減免額 

・当該月分（長期休業期間の場合は当該期間）の間食費 

 ①通年入所 ３，５００円 

ただし、補助事業者の保育料及び間食費が上記の額を

下回る場合、当該補助事業者の保育料及び間食費の額を

補助金額とする。 

ただし、アからエまでに該当する場合であっても、減免を受けようとする申請書や、減免

内容を証する書類の提出がない場合においては、補填することができない。 

 

アからエまでに規定する保育料について、月又は期間の途中で新たに通所登録を受け、又

は通所登録の抹消を受けた場合における保育料の補助額は次のとおり読み替える。 

区分 通所区分 補助金額 

ア・エ ①通年入所 ５００円（当該月が７月又は８月の場合にあっては、

６００円）に当該月において通所登録を受けていた期間

の日数（当該期間においてクラブが開所されなかった日

数を除く。）を乗じて得た額(その額が１０，０００円を

超えるときは、１０，０００円。７月及び８月の場合、

その額が１２，０００円を超えるときは、１２，０００円。) 

ただし、補助事業者の保育料が上記の額を下回る場合、

当該補助事業者の保育料の額を補助金額とする。 

②長期休業期間保育等 ・学年始め、冬季及び学年末における小学校等の休業日

において行う長期休業期間保育 

５００円に当該小学校等の休業日の期間において通所

登録を受けていた期間の日数(当該期間においてクラブ

が開所されなかった日数を除く。)を乗じて得た額 

・夏季における小学校等の休業日において行う長期休業

期間保育 



６００円に当該期間において通所登録を受けていた期

間の日数（当該期間においてクラブが開所されなかった

日数を除く。）を乗じて得た額（その額が１８，０００円

を超えるときは、１８，０００円） 

ただし、補助事業者の保育料が上記の額を下回る場合、

当該補助事業者の保育料の額を補助金額とする。 

イ・ウ ①通年入所 １００円（当該月が７月又は８月の場合にあっては、

１２０円）に当該月において通所登録を受けていた期間

の日数（当該期間においてクラブが開所されなかった日

数を除く。）を乗じて得た額(その額が２，０００円を超

えるときは、２，０００円。７月及び８月の場合、その

額が２，４００円を超えるときは、２，４００円) 

ただし、補助事業者の保育料の５分の１に相当する額

が上記の額を下回る場合、当該補助事業者の保育料の５

分の１に相当する額を補助金額とする。 

②長期休業期間保育等 ・学年始め、冬季及び学年末における小学校等の休業日

において行う長期休業期間保育 

１００円に当該小学校等の休業日の期間において通所

登録を受けていた期間の日数(当該期間においてクラブ

が開所されなかった日数を除く。)を乗じて得た額 

・夏季における小学校等の休業日において行う長期休業

期間保育 

１２０円に当該期間において通所登録を受けていた期

間の日数（当該期間においてクラブが開所されなかった

日数を除く。）を乗じて得た額（その額が３，６００円を

超えるときは、３，６００円） 

ただし、補助事業者の保育料の５分の１に相当する額

が上記の額を下回る場合、当該補助事業者の保育料の５

分の１に相当する額を補助金額とする。 

 



様式第１号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書 

  年    月    日 

（宛先） 

大 津 市 長      

                                   補助事業者  所在地  

団体名            

                        代表者名 

 

大津市補助金等交付規則第４条第１項の規定により、大津市放課後児童健全育成事業費補助金

の交付について、次のとおり申請します。 

 

補  助  年  度           年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の目的及び内容  

補助事業の経費所要額  円 

交付申請金額              円 

補助事業の着手予定年月日 

及 び 完 了 予 定 年 月 日 

着 手         年   月   日 

完 了         年   月   日 

添 付 書 類 

 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

 

 

 

 



（表） 

様式第２号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書 

                                 大       第    号 

年  月  日 

 

   

                        様 

      

                                                大津市長           印 

 

 

   年    月    日付けで申請のあった大津市放課後児童健全育成事業費補助金の交付につい

て、次のとおり決定したので大津市補助金等交付規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

補  助  年  度          年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の目的及び内容 交付申請書に記載のとおり 

交 付 決 定 金 額         円     

交  付  条  件 裏面のとおり 

  

 



（裏） 

交付条件 

１．大津市補助金等交付規則及び大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付基準の規定を遵守

すること。 

２．事業が完了したときは、大津市放課後児童健全育成事業費補助事業実績報告書を提出するこ

と。 

３．交付対象事業に要する経費については、要綱別紙における「特定分」、「一般分」、「その他分」

及び「特例措置分」の区分を超えて配分の変更を行うことはできない。 

４．事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受けなければなら

ない。 

５．事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

６．事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに

市長に報告してその指示を受けなければならない。 

７．事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の

財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号。以下「適正化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により、こども家

庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

８．市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は

一部を市に返納させることがある。 

９．事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

10．事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、交付対象事業者

が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び

地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長は報告

があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

11．この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事

業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつこれらを補助金の額の確定の日（事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産がある場合

は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第１４条第

１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日

まで保管しておかなければならない。 

 

 



 

様式第３号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助事業実績報告書 

 年  月  日 

（宛先） 

大 津 市 長    

                 補助事業者  所在地  

団体名            

                        代表者名 

 

  年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市放課後児童健全

育成事業費補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり

報告します。 

補 助 年 度               年度 

補 助 事 業 の 名 称  

補 助 事 業 の 着 手 年 月 日 

及 び 完 了 年 月 日 

着 手            年     月    日 

完 了            年     月    日 

 

交 付 決 定 金 額 

 

          

           円 

 

 

補 助 金 の 既 交 付 金 額 

 

          

           円 

 

 

補 助 事 業 の 経 費 精 算 額 

  （補助対象金額） 

          

           円 

 

 

添 付 書 類 

（１）  事業報告書 

（２）  収支決算書 

   



 

様式第４号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金確定通知書 

 

大     第  号 

年  月   日 

               様 

  

大津市長          印 

 

年  月   日付け大  第  号で補助金の交付の決定をした大津市放課後児童健全育

成事業費補助金について、次のとおり補助金の額を確定したので、大津市補助金等交付規則第１

５条の規定により通知します。 

補 助 年 度 

 

                 年度 

 

 

補 助 事 業 の 名 称 

 

 

    

 

交 付 決 定 金 額 

 

            円 

 

 

補助事業の経費精算額 

（補助対象金額） 

 

 

            円 

 

 

交 付 確 定 金 額 

 

 

            円 

                

 



 

様式第５号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（宛先） 

大津市長 

申請者 所在地  

   団体名              

代表者名            印 

 

年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の確定のあった大津市放課後児童健全育

成事業費補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第１項の規定により次のとおり請求

します。 

補 助 年 度 年度  

補 助 事 業 の 名 称 
 

 

交 付 確 定 金 額 円 

交 付 請 求 金 額 円 

 

振

込

先 

 
 

 
 

 

金

融

機

関 

金 融 機 関 名 

銀行・農協 

信用金庫 

そ の 他 

本・支店 

支 所 

出張所 

種 別 普通 ・ 当座 ・ その他（     ） 

口 座 番 号 
 

 

口 座 名 義 
 

 

 



 

様式第６号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助金事前交付請求書 

   年   月   日 

（宛先） 

大 津 市 長     

補助事業者 所在地               

     団体名               

代表者名            印 

 

 

 年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市放課後児童健全

育成事業費補助金について、大津市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により次のとおり事

前交付請求します。 

補 助 年 度               年度 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 金 額                円 

補 助 金 を 事 前 交 付 

請 求 す る 理 由 

 

補 助金の既 交付金額                円 

交 付 請 求 金 額                円 

 

振

込

先 

 
 

 

金

融

機

関 

金 融 機 関 名 

銀行・農協 

信用金庫 

そ の 他 

本・支店 

支 所 

出張所 

種 別 普通 ・ 当座 ・ その他（     ） 

口 座 番 号 
 

 

口 座 名 義 
 

 

 



 

様式第７号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認申請書 

年    月    日 

大 津 市 長      

 

                                   補助事業者  所在地  

団体名            

                        代表者名 

 

年  月  日付け大  第  号で補助金の交付の決定のあった大津市放課後児童健

全育成事業費補助の変更の承認について、大津市補助金等交付規則第１３条第１項の規定により

次のとおり申請します。 

 

補  助  年  度 年度       

補 助 事 業 の 名 称  

補 助 事 業 の 変 更 の 内 容  

変 更 す る 理 由 
 

 

変 更 の 年 月 日 年    月    日 

添 付 書 類 
（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

 



 

様式第８号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認決定通知書 

                                 大       第    号 

年  月  日 

 

   

                        様 

      

                                                大津市長           印 

 

 

   年    月    日付け大  第  号で補助金の交付の決定をした大津市放課後児童健全育

成事業費補助の変更について、次のとおり承認したので大津市補助金等交付規則第１３条第２項

の規定により通知します。 

 

補  助  年  度        年度      

補 助 事 業 の 名 称  

承認した変更内容              

承 認 年 月 日         年    月    日 

  



 

様式第９号 

大津市放課後児童健全育成事業費補助変更承認申請棄却（却下）決定通知書 

                                  大     第    号 

年  月  日 

 

   

                        様 

      

                                                大津市長           印 

 

 

   年    月    日付け大  第  号で補助金の交付の決定をした大津市放課後児童健全育

成事業費補助の変更について、次のとおり承認しないことと決定したので大津市補助金等交付規

則第１３条第２項の規定により通知します。 

 

補  助  年  度        年度      

補 助 事 業 の 名 称  

補 助 事 業 の 変 更 内 容              

承 認 し な い こ と と 

決 定 し た 理 由 

         

 

  

 


